
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

2日（木） 遠足（１年） どりいむ２１ 
１４日（火） 

遠足（４年）  

クリーンセンター・浄化センター 3日（金） 憲法記念日 

4日（土） みどりの日 １５日（水） 代表委員会 

5日（日） こどもの日 
１７日（金） 

遠足（２年） ビックバン 

野外活動説明会（5年） 6日（月） 振替休日 

9日（木） 委員会 ２３日（木） クラブ 

10日（金） 
遠足（３年） 民俗博物館・消防署 

遠足（６年） 明日香村方面 

２７日（月） プール清掃 

３１日（金） １年生を迎える会 

  

 

新年度が始まり、はや一か月が過ぎようとしています。４月の参観と懇談、その後の家庭訪

問では、お時間を取っていただき、ありがとうございました。 

さて、今年度より、天理市立の小中学校においては、新たな取組が行われるようになりまし

た。その主だったものに「ほっとステーション」があります。これは、保護者からのご相談等

に一元的に対応するための機関として、天理市教育総合センターに開設されました。その目的

は、「先生が子どもたちと向き合うことに集中できる環境づくり」にあります。 

「ほっとステーション」が開設され、様々な学校からの相談が一元化されたことで、見えて

きた課題があります。その一つが「学校の決まり事」についてです。服装や髪形といった決ま

り事の相談を保護者から受ける中で、その決まり事が学校によりいくつか異なることがわかっ

てきました。 

山の辺小学校でも「山の辺小学校のきまり」があります。毎年４月に配布し、見直しが必要

な場合には、秋に再配布を行ってきました。昨年度もベスト・セーターの着用方法や靴の色に

ついて見直し、また、寒期の服装についても、寒暖の感覚は個人差があることから、特に衣替

えの時期を設けず、ご家庭の判断にお任せするようになりました。 

児童の服装については、昨年１１月に天理市教育委員会より、保護者のみなさんに通知があ

りました（裏面をご覧ください）。その中で「多様性の尊重がますます求められている中、制服

の着用に違和感や悩みを抱える児童生徒が未だに少なくないのも事実であり、そうした悩みを

和らげる措置として、ズボン又はスカートの選択や、現在の制服と同系色のものを着用するこ

とを可とするなどし、悩む場合等があれば学校に相談してもよい」と明記されました。 

更にこの春、より多様な考え方を認めていこうという天理市の方針が示されました。そこで、

本校では、これまで制服としてきた半ズボンやスカートにこだわらず、寒期のみの着用として

きた長ズボンを認めていくことにします。実際には、今も長ズボンをはいている児童はいます

し、現在すでに認めている状況ではありますが、次に「山の辺小学校のきまり」を配布する時

には、寒期の服装から長ズボンを削除し、ズボンの中に黒紺系の長ズボンを含める予定です。 

天理市では、今年度中に、今後の制服のあり方を議論する方針を打ち出しています。そうし

た動向をふまえながら、本校としても、より先行して変えるべきところは変えていきたいと考

えています。みなさんのご理解とご協力をよろしくお願いします。 
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「ほっとステーション」から変わること 
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令和５年１１月  

保護者の皆様へ 

天理市教育委員会  

児童生徒の服装について 

 

平素は、天理市の教育行政の推進にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。 

近年、教育現場においても多様性の 尊重 がますます求められています。性差が画一的に表れ

る旧来の制服に対して、自由服やユニバーサル制服の導入など各地で進んでいるところです。 

本市においても、各校において 改善 を進めているところであり、ズボンかスカートか自由に

選べる学校もあります。一方で、制服の着用に違和感や悩みを抱える児童生徒が未だに少なくな

いのも事実です。表立って声をあげられなくても、制服を巡る問題が通学や進路にも影響する事

例も確認しています。 

そこで、令和６年度から、まず悩みを和らげる措置として、ズボン又はスカート、夏期のカッ

ターシャツ、リボンの着脱等を性別を問わず誰でも自由に選べるようにすることを教育委員会に

おいて全会一致で決定しました 。 

（※令和６年度は、現在の標準服と同系色のものを着用ください。令和７年度以降については、

方向性が決まり次第通知します。） 

令和７年度以降については、 自由服又は標準服の導入に向けた議論を令和６年度から深めて参

ります。多様性を尊重する視点から、どのような制服のあり方が良いのかということについても

児童生徒に自分たちのこととして考える機会を増やし、保護者の皆様や地域のご理解を得られる

ように努めて参ります。 

誰もが自分らしく生活できる学校づくりに向けて、上記方針へのご理解とご協力をお願いします。 

 

今年度の校時表です。昨年度より少し下校時刻が早くなっています。ご確認ください。 


